
３　登録概要

１　国の考え方

２　定義

４　ホストタウン推進のための地方財政措置
（１）ホストタウンの取組みに対する特別交付税措置　対象経費の　２分の１

（２）ホストタウンが行う施設改修に係る地方債措置
　　地域活性化事業債（充当率90％、交付税措置率30％）の対象
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　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
開催に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、
地域の活性化、観光振興等に資する観点から、多
くの選手や観客が来訪することを契機に、参加国・
地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地
方公共団体を「ホストタウン」として全国各地に広げ
ていく

ホストタウンとは

以下の取組みを⾏う地方公共団体で、ホストタウン
として登録を受けたもの

（１）住⺠等と次に掲げる者との交流
ア 大会等に参加するために来日する選手等
イ 大会参加の国や地域の関係者
ウ 日本人オリンピアン・パラリンピアン
（２）（１）に伴い⾏われる取組みであって、スポーツ
の振興、教育文化の向上及び共生社会の実現
を図ろうとするもの

対象経費

住民等と次に掲げる者との交流又は当該交流に伴い行われる取組みであって、スポーツ

の振興、教育文化の向上及び共生社会の実現を図ろうとするものに要する経費

ア 大会等に参加するために来日する選手等（大使館員等）

イ 大会参加国・地域の関係者

ウ 日本人オリンピアン又はパラリンピアン

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前合宿に活用する既存のスポーツ施設を

各競技の国際競技連盟基準に適合させるために必要不可欠な改修事業（施設の新設は

対象外）

（１）ホストタウンへの登録を希望する地方公共団体は、内閣官房

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進

本部事務局に対し、交流計画を提出

（２）事務局は、交流計画に記載された事項が要綱に合致し、かつ

当該計画が確実かつ大会後も継続的に実施される見込みが

ある場合は、当該計画を提出した地方公共団体をホストタウン

として登録

（３）登録状況
ア 第1次登録 H28.1.26公表・・４４件

（県内2件：佐久市・駒ヶ根市【ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ・ﾈﾊﾟｰﾙ】）

イ 第2次登録 H28.6.14公表・・４７件

（県内1件：安曇野市【ｵｰｽﾄﾘｱ】）

ウ 第3次登録 今後公表予定

資料２



２



　　佐久市の交流計画の概要　　相手国；エストニア共和国
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〇公設の集会施設にてパブ

リックビューイングを実施し、

交流国選手を応援する機会

を設ける

〇応援ツアーを計画し、佐久

市民が競技会場で交流国

の応援をする機会を設ける

〇大会終了後の選手を招待し、

温泉や佐久ご当地グルメを

振る舞う等の交流を行う

〇佐久市在住の子どもたちと

エストニア共和国の子どもた

ちとで、各々の国を相互に

訪問し、その国の文化、歴史、

魅力等を体験する相互交流

を継続して行う

2016～

（大会開催まで）

2020

（大会中）

2020～

（大会直後～）

交流事業として実施している取組

〇駐日エストニア共和国大使館を訪問

〇エストニア共和国サク市へ市長・議長が公式

訪問し、エストニア陸上競技連盟に合宿誘致

〇佐久市在住の子どもたちとエストニア共和国

の子どもたちとの相互交流

〇エストニア共和国出身で大相撲元大関の

「把瑠都」氏を親善交流大使に、また前在エス

トニア共和国日本国大使館の特命全権大使

「甲斐哲朗」氏を交流に係るアドバイザーに

任命

交流計画

〇駐日エストニア共和国大使館を訪問

〇エストニア共和国陸上競技の事前合宿誘致

〇エストニア共和国と協定を結び事前合宿の

受入れ

〇事前合宿中の選手らと佐久市民の競技や

懇談等による交流

〇日本人オリンピアン・パラリンピアンを招待し

ての市民交流イベント等の開催


